
別紙 １ 
 
様式第１－６（日本工業規格Ａ列４番） 

平成 25 年６月 28 日 

 

 

  国土交通大臣 殿 

 

 

                            氏名又は名称 幕別町地域公共交通確保対策協議会 

              住    所 中川郡幕別町本町 130 番地 

               代 表 者 氏 名       会 長  高 橋 平明 印 

 

 

地域内フィーダー系統確保維持計画認定申請書 

 

 

 地域内フィーダー系統確保維持計画を別紙のとおり定めたので、関係書類を添えて

申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本申請書に、別添の記載すべき事項を全て記した地域内フィーダー系統確保維持計

画を添付すること。 

※協議会が申請する場合は、住所、代表者氏名及び印は省略することができる。 
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地域内フィーダー系統確保維持計画 

 

 

  （策定年月日）平成 25年５月 13日 

              （協議会名称）幕別町地域公共交通確保対策協議会 

会 長 高橋 平明         
 

 

１．生活交通ネットワーク計画の名称 

 幕別町地域内フィーダー系統確保維持計画 

２．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

幕別町の公共交通機関は、ＪＲが幕別～帯広間において、１日14往復運行されている。路

線バスについては、十勝バス（株）が帯広陸別線、幕別線、南商あかしや線及び広尾線の4

路線を運行しており、ＪＲ、路線バスともに、通学や帯広市への通院、買物等で利用される

学生や高齢者にとって重要な交通機関となっている。また、町営バス駒畠線が幕別本町と駒

畠間を運行しており、農村部の居住者に利用されている。さらに、スクールバスが町内で12

路線運行されており、農村部に居住する小中学生の通学利用のほか、一般町民も混乗できる

ことから、通院や高校生の通学等にも利用されている。 

しかしながら、路線バスについては、利用者が減少傾向であるとともに、全路線が赤字運

行となっており、補助金は年々増加傾向となっている。町営バスについては、利用者が著し

く少なく非効率な運行であり、厳しい財政状況の中、運行に係る経費負担が重くなっている

状況である。また、市街地内には公共交通を利用できない公共交通空白地域が存在し、自家

用車による移動が困難な高齢者や障がい者、運転免許を持たない方などは、「移動」が制約

され不便な生活を強いられることとなり、地域社会を維持していくためには大きな障壁とな

っている。 

このような状況から、今後の少子高齢化の進行による交通弱者の増加や、町内における公

共交通空白地域の存在等を踏まえ、効率的で持続可能な公共交通の確保や、公共交通の利便

性の向上を図ることが課題となっている。これら課題解決に向けて、幕別町の地域・交通課

題や住民ニーズ等を踏まえ、効率的で持続可能な交通体系の構築と利便性が高いモビリティ

の確保を目的に、幕別本町・札内市街地におけるコミュニティバスの導入、町営バスの予約

型乗合タクシーへの見直しについて、「幕別町生活交通ネットワーク計画（平成25年５月策

定）」に位置付けたところである。 

 このため、地域公共交通維持確保改善事業により、幕別町内における生活交通手段を維

持・確保し、地域住民の買物や通院などの日常生活の移動確保や地域間幹線系統等との接続

による広域的な移動支援などを図るため、住民の生活の足としての公共交通を存続させてい

くことが必要である。 
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３．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

地域公共交通確保維持改善事業の実施に当たり、以下の目標を設定する。 

【目標①】幕別地区・札内地区におけるコミュニティバスの年間利用者数 

平成 26年度 幕別線 3,675 人（1便あたり 3.0 人）、札内線 6,125 人（1便あたり 5.0 人） 

平成 27年度 幕別線 4,026 人（1便あたり 3.3 人）、札内線 6,710 人（1便あたり 5.5 人） 

平成 28年度 幕別線 4,428 人（1便あたり 3.6 人）、札内線 7,380 人（1便あたり 6.0 人） 

※参考 平成 24年 11 月試験運行 

 幕別線 461 人（1便あたり 3.1 人）、札内線 900 人（1便あたり 6.0 人） 

【目標②】予約型乗合タクシーの年間利用者数（運行割合調整率 70％） 

 平成 26年度 298 人（1便あたり 1.7 人）（現状維持、H26.4～H26.9 で設定） 

 平成 27年度 581 人（1便あたり 1.7 人）（現状維持） 

 平成 28年度 585 人（1便あたり 1.7 人）（現状維持） 

※参考 平成 23年度実績 年間利用者数 1,015人（1便あたり 1.5 人） 

（２）事業の効果 

・幕別町内における公共交通を維持することにより、高齢者等の交通弱者の買い物・通院

等の生活に係る移動を確保することができる。 

 ・地域間幹線系統との接続により、広域的な移動を支援することができる。 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付。 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表２」を添付。 

６．別表４の補助事業の基準二に基づき、協議会が平日１日当たりの運行回数が３

回以上で足りると認めた系統の概要【地域間幹線系統のみ】 

※対象外 

７．別表４の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準

ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧【地域間幹線系統のみ】 

※対象外 

８．地域公共交通確保維持事業を行う地域の概要【地域内フィーダー系統のみ】 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付 

９．車両の取得に係る目的・必要性【車両減価償却費等国庫補助金を受けようとす

る場合のみ】 

 幕別地区及び札内地区を運行するコミュニティバスについては、新規に運行を開始する路

線であり、当該路線を運行するための車両を手当てすることができないため、新たにノンス

テップ車両を 2台導入する必要がある。 
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１０．車両の取得に係る定量的な目標・効果【車両減価償却費等国庫補助金を受け

ようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

平成 26年度 ２台、平成 27年度 ０台、平成 28年度 ０台 

（２）事業の効果 
ノンステップバスの導入により、身体の不自由な方や高齢者、車いす利用者の利便性が向

上するとともに、新たな車両の導入による PR 効果が期待され、利用者の増加につながると

考えられる。 

１１．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の総額、負

担者及びその負担額【車両減価償却費等国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表６及び表７」を添付 

１２．協議会の開催状況と主な議論  

・平成 24年 5月 29 日（第１回） 

 事業計画（案）、コミュニティバス実証運行、生活交通ネットワーク計画策定調査につい

て協議 

・平成 24年 9月 14 日（第２回） 

 コミュニティバス試験運行について協議 

・平成 24年 12 月 20 日（第３回） 

 コミュニティバスの本格運行、運行事業者の選定方法、町営バス駒畠線の見直しについて

協議 

・平成 25年 3月 28 日（第４回） 

 新年度予算（案）、地域公共交通調査事業に関する事後評価の実施について協議 

・平成 25年 5月 13 日（第５回） 

幕別町生活交通ネットワーク計画について承認済 

 地域内フィーダー系統確保維持計画について承認済 

１３．利用者等の意見の反映 

・幕別町内の町民を対象にバス交通に関するアンケート調査を実施した。 

・協議会、分科会には各種団体等から利用者及び住民を代表する委員として参加いただい

ており、協議会、分科会での議論を反映して計画を作成した。 

 
１４．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 北海道十勝総合振興局地域政策部地域政策課 

関係市区町村 幕別町副町長 

交通事業者・交通施

設管理者等 

帯広開発建設部道路計画課、帯広建設管理部事業室地域調整課、帯広

警察署交通課、十勝バス株式会社、北斗タクシー有限会社、エイシン

運輸有限会社 

地方運輸局 北海道運輸局帯広運輸支局 

その他協議会が必

要と認める者 

幕別地区公区長代表、札内地区公区長代表、南幕別地区公区長代表、

忠類地区公区長代表、幕別町商工会、幕別町社会福祉協議会、幕別町

民生委員児童委員協議会、幕別町消費者協会、幕別町 PTA 連合会、幕

別町老人クラブ連合会、幕別町障害者（児）団体連絡協議会、十勝地

区交運労協議会 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）北海道中川郡幕別町本町 130 番地    

（所 属）幕別町企画室企画情報担当       

（氏 名）岡田 直之              

（電 話）0155-54-6610             

（e-mail）kikakutanto@town.makubetsu.lg.jp   
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計
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平
成

2
8
年

度

基
準

ロ
で

該
当

す
る

要
件

接
続

す
る

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
等

と
接

続
確

保
策

基
準

ニ
で

該
当

す
る

要
件

幕
別

町
十

勝
バ

ス
株

式
会

社
幕

別
線

１
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
6
5
6
.0

 千
円

①
帯

広
陸

別
線

・
幕

別
線

と
の

乗
り

継
ぎ

を
円

滑
化

す
る

た
め

バ
ス

停
留

所
相

互
設

置
、

ダ
イ

ヤ
設

定
、

乗
り

継
ぎ

割
引

の
設

定
を

行
う

。
①

十
勝

バ
ス

株
式

会
社

幕
別

線
２

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

4
3
7
.5

 千
円

①
帯

広
陸

別
線

・
幕

別
線

と
の

乗
り

継
ぎ

を
円

滑
化

す
る

た
め

バ
ス

停
留

所
相

互
設

置
、

ダ
イ

ヤ
設

定
、

乗
り

継
ぎ

割
引

の
設

定
を

行
う

。
①

十
勝

バ
ス

株
式

会
社

札
内

線
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
3
,9

6
3
.5

 千
円

①

帯
広

陸
別

線
・
幕

別
線

・
南

商
あ

か
し

や
線

と
の

乗
り

継
ぎ

を
円

滑
化

す
る

た
め

バ
ス

停
留

所
相

互
設

置
、

ダ
イ

ヤ
設

定
、

乗
り

継
ぎ

割
引

の
設

定
を

行
う

。

①

5
,0

5
7
 千

円

（
注

）

１
．

「
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
系

統
の

基
準

適
合

」
は

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

を
記

載
す

る
場

合
の

み
記

載
す

る
。

３
．

本
表

に
記

載
す

る
運

行
予

定
系

統
を

示
し

た
地

図
を

添
付

す
る

こ
と

。

確
保

維
持

事
業

に
要

す
る

国
庫

補
助

額
（
千

円
）

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

の
基

準
適

合
（
別

表
６

「
補

助
対

象
の

基
準

」
）

都
道

府
県

（
市

区
町

村
）

運
行

予
定

者
名

運
行

系
統

名
地

域
間

幹
線

/
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
の

別

２
．

「
接

続
す

る
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

等
と

接
続

確
保

策
」
に

は
、

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

が
接

続
す

る
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

又
は

地
域

間
交

通
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
と

ど
の

よ
う

に
接

続
を

確
保

　
す

る
か

に
つ

い
て

記
載

す
る

。

表
１

 地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

事
業

に
よ

り
運

行
を

確
保

・
維

持
す

る
運

行
系

統
の

概
要

及
び

運
行

予
定

者

合
　

　
　

　
　

　
計
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№ バス停

1 幕別駅前（発） 7:40 9:50 11:15 13:50 16:15

2 幕別東１条 7:42 9:52 11:17 13:52 16:17

3 旭町西団地前 7:43 9:53 11:18 13:53 16:18

4 三角公園前 7:44 9:54 11:19 13:54 16:19

5 幕別北コミセン前 7:46 9:56 11:21 13:56 16:21

6 旭町 7:47 9:57 11:22 13:57 16:22

7 幸町 7:48 9:58 11:23 13:58 16:23

8 勝山医院前 7:50 10:00 11:25 14:00 16:25

幕別駅前（着） 11:27 16:27
幕別駅前（発） 10:50 15:50

9 役場前 7:54 10:04 10:51 14:04 15:51

10 景山医院前 7:55 10:05 10:52 14:05 15:52

11 寿町 7:56 10:06 10:53 14:06 15:53

12 運動公園入口 7:57 10:07 10:54 14:07 15:54

13 幕別跨線橋 7:59 10:09 10:56 14:09 15:56

14 老人健康増進センター前 8:00 10:10 10:57 14:10 15:57

15 善教寺前 8:01 10:11 10:58 14:11 15:58

16 南町 8:02 10:12 10:59 14:12 15:59

17 保健福祉センター前 8:03 10:13 11:00 14:13 16:00

18 幕別小学校前 8:04 10:14 11:01 14:14 16:01

19 十勝大福本舗前 8:05 10:15 11:02 14:15 16:02

20 緑町 8:06 10:16 11:03 14:16 16:03

21 東緑団地 8:07 10:17 11:04 14:17 16:04

22 新緑町東団地 8:08 10:18 11:05 14:18 16:05

23 新緑公園前 8:09 10:19 11:06 14:19 16:06

24 緑町クリニック前 8:10 10:20 11:07 14:20 16:07

25 のぞみ公園前 8:11 10:21 11:08 14:21 16:08

26 図書館前 8:12 10:22 11:09 14:22 16:09

27 宝町 8:13 10:23 11:10 14:23 16:10

28 フクハラ幕別店前 8:15 10:25 11:12 14:25 16:12

1 幕別駅前（着） 8:17 10:27 11:14 14:27 16:14

※１便・２便・４便は、旭町方面から先に運行します。

※３便・５便は、寿町・南町・緑町方面から先に運行します。

幕別線運行時刻表

寿
町
・
南
町
方
面
・
緑
町
方
面

①

②

②

　
①

①

②

1便

 
①

②

旭
町
方
面

②

　
①

1 7:53 10:03 14:03

２便 ３便 ４便 ５便
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№ バス停

1 札内支所前 7:40 9:15 12:30 13:30 16:45
2 木村医院前 7:42 9:17 12:28 13:32 16:43
3 豊町 7:44 9:19 12:26 13:34 16:41
4 新北町東 7:45 9:20 12:25 13:35 16:40
5 新北町公園前 7:46 9:21 12:24 13:36 16:39
6 新北町近隣センター前 7:46 9:21 12:24 13:36 16:39
7 札内北クリニック・おち小児科医院前 7:48 9:23 12:22 13:38 16:37
8 桜町南 7:49 9:24 12:21 13:39 16:36
9 桜町西 7:50 9:25 12:20 13:40 16:35
10 桜町近隣センター前 7:51 9:26 12:19 13:41 16:34
11 桜町北 7:52 9:27 12:18 13:42 16:33
12 札内北コミセン前 7:53 9:28 12:17 13:43 16:32
13 札内北公園前 7:54 9:29 12:16 13:44 16:31
14 北町 7:55 9:30 12:15 13:45 16:30
15 札内ガーデン温泉前 7:55 9:32 12:13 13:47 16:28
16 北町東 7:56 9:34 12:11 13:49 16:26
17 暁町北 7:58 9:36 12:09 13:51 16:24
18 暁町近隣センター前 7:59 9:37 12:08 13:52 16:23
19 暁町中央 8:00 9:38 12:07 13:53 16:22
20 札内スポーツセンター前 8:00 9:39 12:06 13:54 16:21
21 百年記念ホール前 8:00 9:40 12:05 13:55 16:20
22 暁町東 8:01 9:41 12:04 13:56 16:19
23 十勝の杜病院前 8:03 9:43 12:02 13:58 16:17
24 白人小学校前 8:05 9:45 12:00 14:00 16:15
25 ぴあざフクハラ札内店前 8:07 9:47 11:58 14:02 16:13
26 札内9号南通 8:08 9:48 11:57 14:03 16:12
27 柏木内科医院前 8:09 9:49 11:56 14:04 16:11
28 國安歯科医院前 8:10 9:50 11:55 14:05 16:10
29 札内東中学校前 8:11 9:51 11:54 14:06 16:09
30 東春日 8:12 9:52 11:53 14:07 16:08
31 春日団地 8:13 9:53 11:52 14:08 16:07
32 パークホテル悠湯館前 8:15 9:55 11:50 14:10 16:05
33 札内南大通 8:17 9:57 11:48 14:12 16:03
34 札内駅前 8:20 10:00 11:45 14:15 16:00
35 リテラかとう前 8:21 10:01 11:44 14:16 15:59
1 札内支所前 8:25 10:05 11:40 14:20 15:55
36 村松歯科医院前 8:27 10:07 11:38 14:22 15:53
37 泉町 8:28 10:08 11:37 14:23 15:52
38 泉町近隣センター前 8:29 10:09 11:36 14:24 15:51
39 幕別温泉前 8:29 10:12 11:33 14:27 15:48
40 老人福祉センター前 8:29 10:14 11:31 14:29 15:46
41 あかしや町東 8:30 10:17 11:28 14:32 15:43
42 札内南保育所前 8:31 10:18 11:27 14:33 15:42
43 老健あかしや前 8:31 10:18 11:27 14:33 15:42
44 文京町 8:32 10:19 11:26 14:34 15:41
45 いなほ公園前 8:33 10:20 11:25 14:35 15:40
46 札内南小学校前 8:34 10:21 11:24 14:36 15:39
47 札内南コミセン前 8:35 10:22 11:23 14:37 15:38
48 札内中学校前 8:36 10:23 11:22 14:38 15:37
49 フクハラ若草店前 8:37 10:24 11:21 14:39 15:36
50 桂町東 8:38 10:25 11:20 14:40 15:35
51 桂町西 8:39 10:26 11:19 14:41 15:34
52 北栄町南 8:41 10:28 11:17 14:43 15:32
53 北栄町西 8:42 10:29 11:16 14:44 15:31
54 札内さかえ保育所前 8:43 10:30 11:15 14:45 15:30
55 さつない耳鼻咽喉科前 8:44 10:31 11:14 14:46 15:29
56 ダイイチ札内店前 8:45 10:32 11:13 14:47 15:28
57 共栄町 8:46 10:33 11:12 14:48 15:27
58 桂町北 8:48 10:35 11:10 14:50 15:25
59 若草７号通 8:49 10:36 11:09 14:51 15:24
60 若草道営住宅前 8:50 10:37 11:08 14:52 15:23
61 若草町 8:51 10:38 11:07 14:53 15:22
62 酒のきがわ前 8:52 10:39 11:06 14:54 15:21
34 札内駅前 8:55 10:42 11:03 14:57 15:18
35 リテラかとう前 8:56 10:43 11:02 14:58 15:17
1 札内支所前 8:58 10:45 11:00 15:00 15:15

※１便は、札内ガーデン温泉前・札内スポーツセンター前・百年記念ホール前・幕別温泉前・老人福祉センター前には停車しません
※３便・５便は、逆回りに運行します。
※１便から２便のみ100円で引き続き乗車できます。

５便

札内線運行時刻表

２便 ４便３便

豊
町
・
桜
町
・
暁
町
・
春
日
町
方
面

泉
町
・
文
京
町
・
北
栄
町
・
若
草
町
方
面

1便
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（乗合バス型運行）用）

１．申請事業者の概要

㎞

㎞

㎞

（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

㎞

㎞

（平均）

㎞

0.0㎞

㎞

（平均）

㎞

㎞

計画実車走行キロ

補助ブロック外乗
り入れ部分及び
同一補助ブロック
市区町村外乗り
入れ部分以外の
キロ程の比率

ヲ

32,727.4㎞

100.000 %

100.000 %

㎞
㎞

%

%

㎞
㎞

㎞ ㎞

ナ

国庫補助
上限額

0.0㎞

ラ

国庫補助金
内定申請額

（ネ又はナのうちいず
れか少ないほうの額）

㎞

0.0㎞
42,136.8㎞

434.5 千円

651.5 千円

0.0㎞

5,024 千円 8,019 千円

0.0㎞

円 円 千円

5,024 千円

3,938.0 千円

10,048 千円

千円

千円

千円

7,876 千円

869,821円

7,876,503円559,966円 7,876,503円

100,798円

円 円 千円円

円

1,303,843円

869,821円 869 千円

1,303 千円

811,857円 10,050,167円 10,050,167円

北北海道

円 千円

円 円.　 銭

円 円.　 銭 円円

円 円.　 銭

10,862,024円

第3号 8,436,469円 17円.11銭

合      計

補助ブ
ロック

名

北北海道

1,454,936円 26円.77銭

申請
番号

北北海道 第1号

26円.77銭第2号 970,619円

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象系統
のキロ当たり経

常収益
(ノの額)

補助対象系統の経
常収益の見込額

ト×ヲ以上
の額：カ

ヘ×ヲ以下の
額：ワ

ト

151,093円 1,303,843円

ワ－カ＝ヨ

回日
㎞ ㎞

㎞ ㎞

㎞

43.3㎞

㎞

0.0㎞

㎞

0.0㎞ 0.0㎞

ヨ×ル＝ソ

ヨのうち補助ブロック
外乗入部分及び同一
補助ブロック市区町村
外乗入部分以外に係

るもの

補助対象経費

43.3㎞

27.9㎞

補助対象経常費用
から経常収益を控

除した額

㎞

㎞
日

㎞

㎞

合      計 3系統

㎞

回

回
㎞

日

245 日

旭町 幕別駅前

札内駅前 札内支所前北北海道 第3号 札内線 札内支所前

㎞

㎞

㎞

北北海道 第2号 幕別線２ 幕別駅前

1,222.0 回
27.9㎞ 27.9㎞

27.9㎞

㎞
245 日 489.0 回

㎞ 7.7㎞

7.7㎞

245 日

運行
系統名

（平均） （平均）7.7㎞

チ

幕別駅前 733.0 回

計画
運行日数

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

緑町

計画
運行回数

運行系統

起点
主な

経由地

幕別駅前

終点

0.0㎞

補助ブロック名

北北海道 257 円    .78 銭 267 円    .83 銭
ｃ×（1+（d÷2））2 = ニ

円　　.    銭

ホ へ

249 円    .49 銭

基準期間の前々年度の実車走行キロ（ハ”） 4,748,239.1 経常収支率

251 円    .29 銭

千円 営業外費用

㎞

系統キロ程

257 円    .78 銭

円　　.    銭

リ

0.0㎞

イ÷ハ

地域キロ当たり
標準経常費用

北北海道 第1号 幕別線１

補助ブ
ロック

名

申請
番号

14,101△ 338,722 千円 営業外損益

営業収益

経常収支率

営業費用

営業損益 △ 303,038

基準期間の前年度の実車走行キロ（ハ’）

営業収益

830,625 千円

1,169,347

千円

千円

営業外収益

4,738,466.9

858,908

△ 2,444

20,284

営業外損益

千円

千円

北北海道

平均増減率
(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-1))÷2　=

ｄ

基準期間の前々年度の
損益状況

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

（基準期間の前々年度）
ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用
（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝ｂ

1.09 ％

％

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

円　　.    銭円　　.    銭 円　　.    銭

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

0.0㎞

㎞

㎞

255 円    .00 銭

円　　.    銭

0.0㎞

㎞ 0.0㎞

0.0㎞

（平均）

197 円    .86 銭

円　　.    銭

（チ－（リ＋ヌ））
÷チ＝ル

0.0㎞ （平均）

7.7㎞

ヌ

㎞

0.0㎞

ツ ツ×1/2＝ネ

補助対象経費の
1/2

3,765.3㎞

%

同一補助ブロック
市区町村外乗入
部分のキロ程

㎞

㎞

％

経常費用（ロ”）

千円

千円

1,184,674

△ 324,621

879,192

経常損益千円

72.73

千円

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

千円

1,161,946 千円 営業外費用 22,728

千円

866,139経常収益（イ’）

21,413

千円

1,190,760千円 経常費用（ロ’）

100.000 %
0.0㎞

（平均）

0.0㎞

（平均）

5,644.1㎞

経常収益（イ”）

千円

キロ当たり経常収益

74.21 ％

△ 305,482経常損益

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

営業外収益

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ（ハ） 4,754,182.3 経常収支率

千円35,514基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

営業費用

営業損益

％

経常費用（ロ） 1,212,341 千円

△ 271,675

77.59

千円

千円 営業外収益

千円千円 営業外費用 19,471

営業外損益

千円23,476

千円4,005

平成26年度

補助対象期間の
前々年度(基準期間※)の

損益状況

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

営業収益

経常損益

917,190 千円 経常収益（イ） 940,666

千円

事業者名 十勝バス株式会社

営業損益 △ 275,680

営業費用 1,192,870
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（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

「その他の者」
の具体的概要

26 円    .77 銭％

円

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

ｇ×（1+（ｈ÷2））2 =  ノ

%

負担額

事業者自己負担

負担額 負担割合負担割合

%

その他の者市区町村

17 円    .11 銭

円　　.    銭円　　.    銭

％

％

0.00

10,050,167円

平均増減率
(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-1))÷2

=　ｈ

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

（基準期間の前々年度）　ｅ

5,026,167円

第1号

26 円    .77 銭

北北海道 第3号

%

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

（基準期間の前年度）　ｆ

円5,026,167円

円　　.    銭

合      計

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

北北海道

円　　.    銭 円　　.    銭

0.00円　　.    銭

0.0026 円    .77 銭

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期
間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載する
こと。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値
も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に
記載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として、昭和52年５月17日付け
自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

円　　.    銭

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係
る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間
に係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができる。）

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。
　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基準期
間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

(2) 添付書類

円　　.    銭

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

(1) 記載要領

％

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

　（基準期間※） ｇ

％

円　　.    銭 円　　.    銭

17 円    .11 銭円　　.    銭

％

円　　.    銭

第2号

補助ブ
ロック

名

第3号

第2号

北北海道

円 100.0%

26 円    .77 銭

円　　.    銭

円　　.    銭

円　　.    銭

円　　.    銭円　　.    銭 円　　.    銭

円

869,821円

経常費用から
経常収益を控

除した額

7,876,503円

1,303,843円

円

北北海道

補助ブ
ロック

名

申請
番号

北北海道

負担割合

損失額から国
庫補助額を控

除した額

都道府県

負担額 負担割合 負担額

ウの負担者とその負担割合

ム－ラ＝ウ

申請
番号

ニ×ヲ－カ＝ム

円

北北海道 第1号
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（乗合バス型運行）用）

１．申請事業者の概要

㎞

㎞

㎞

（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

営業外費用

千円 経常収益（イ） 940,666 千円

77.59

23,476

営業損益 △ 275,680 千円 営業外損益

19,471

4,005

営業費用 1,192,870 千円

事業者名 十勝バス株式会社 平成27年度

補助対象期間の
前々年度(基準期間※)の

損益状況

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

営業収益

経常損益

917,190 千円 営業外収益

千円

千円

千円

千円

％

1,190,760 千円

経常費用（ロ） 1,212,341 千円

△ 271,675

千円

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ（ハ） 4,754,182.3 経常収支率

営業収益

経常収支率

経常収益（イ’）

21,413

㎞

651.0 千円

ツ ツ×1/2＝ネ

補助対象経費の
1/2

3,757.6㎞

% ㎞

千円△ 305,482

キロ当たり経常収益

5,636.4㎞

経常収益（イ”） 879,192

営業損益 △ 338,722 千円 営業外損益

基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

千円

72.73 ％

営業外収益 35,514

千円 経常費用（ロ’）営業費用

866,139830,625 千円

千円 経常損益 △ 324,621

1,169,347 千円 営業外費用

14,101

営業外費用 22,728

千円

1,184,674

営業外収益 20,284 千円

千円

74.21

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率
(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-1))÷2　=

ｄ

基準期間の前年度の実車走行キロ（ハ’）

営業収益 858,908 千円

4,738,466.9

249 円    .49 銭 251 円    .29 銭 255 円    .00 銭

千円 経常費用（ロ”）

経常収支率

営業外損益 △ 2,444

1,161,946 千円

基準期間の前々年度の実車走行キロ（ハ”） 4,748,239.1

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

（基準期間の前々年度）
ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用
（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝ｂ

円　　.    銭 円　　.    銭 円　　.    銭 ％

1.09 ％北北海道

経常損益

基準期間の前々年度の
損益状況

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

千円

営業費用

％

営業損益 △ 303,038 千円

地域キロ当たり
標準経常費用

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

計画
運行日数

計画
運行回数

運行系統

257 円    .78 銭

計画実車走行キロ

起点
主な

経由地
終点

チ リ ヌ ヲ

緑町

補助ブロック名

円　　.    銭円　　.    銭

ｃ×（1+（d÷2））2 = ニ ホ へ

257 円    .78 銭267 円    .83 銭

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

732.0 回
㎞ 7.7㎞

幕別駅前 244 日

北北海道

補助ブ
ロック

名

申請
番号

イ÷ハ

197 円    .86 銭

円　　.    銭

（チ－（リ＋ヌ））
÷チ＝ル

系統キロ程
運行

系統名

円　　.    銭

0.0㎞ （平均）7.7㎞ （平均）
北北海道 第1号 幕別線１ 幕別駅前

100.000 %
0.0㎞ （平均）

0.0㎞

（平均）

㎞

0.0㎞

㎞ 0.0㎞㎞ 0.0㎞

同一補助ブロック
市区町村外乗入
部分のキロ程

補助ブロック外乗
り入れ部分及び
同一補助ブロック
市区町村外乗り
入れ部分以外の
キロ程の比率

0.0㎞ （平均）
100.000 %

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

㎞ 0.0㎞
244 日 488.0 回

㎞ 7.7㎞

7.7㎞ （平均）

100.000 % 32,671.6㎞
0.0㎞ （平均）

0.0㎞

（平均）

㎞

0.0㎞

㎞

北北海道 第2号 幕別線２ 幕別駅前 旭町 幕別駅前

㎞ 0.0㎞
244 日 1,220.0 回

27.9㎞ 27.9㎞

27.9㎞

㎞㎞

㎞㎞

㎞ ㎞㎞ ㎞
日 回

札内駅前 札内支所前北北海道 第3号 札内線 札内支所前

㎞㎞ ㎞
日 回

㎞

㎞ ㎞ ㎞

㎞ ㎞

㎞㎞

㎞ ㎞

0.0㎞

27.9㎞

日 回
㎞

43.3㎞

㎞

合      計 3系統

補助対象経常費用
から経常収益を控

除した額

ヘ×ヲ以下の
額：ワ

ト
ト×ヲ以上
の額：カ

ワ－カ＝ヨ

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象系統
のキロ当たり経

常収益
(ノの額)

補助対象系統の経
常収益の見込額

北北海道 第2号

1,452,951円 26円.77銭

968,634円 26円.77銭 100,591円

補助ブ
ロック

名

申請
番号

北北海道 第1号

7,863,073円 7,863 千円

868,043円

150,887円 1,302,064円

円

千円円 円.　 銭 円

円

円

7,863,073円第3号 8,422,085円 17円.11銭

ヨ×ル＝ソ

補助対象経費

円 円.　 銭 円 千円

北北海道 559,012円

円 円 円

810,490円 10,033,180円 10,033,180円合      計 10,843,670円

円 円.　 銭

10,033 千円

43.3㎞ 0.0㎞

5,016 千円

国庫補助
上限額

0.0㎞

3,931.5 千円

0.0㎞

ヨのうち補助ブロック
外乗入部分及び同一
補助ブロック市区町村
外乗入部分以外に係

るもの

1,302 千円

千円千円

1,302,064円

868,043円 868 千円

円

ラ

国庫補助金
内定申請額

（ネ又はナのうちいず
れか少ないほうの額）

8,019 千円 5,016 千円

ナ

42,065.6㎞

千円

千円

434.0 千円

㎞
㎞

㎞

0.0㎞ 0.0㎞

㎞

%

%
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（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

市区町村

北北海道 第3号 7,863,073円

円

その他の者

ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合

868,043円

経常費用から
経常収益を控

除した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

負担額

円　　.    銭 円　　.    銭

円

都道府県

負担割合

北北海道 第2号

補助ブ
ロック

名

申請
番号

5,017,180円 円

北北海道 第1号 1,302,064円

円

ウの負担者とその負担割合

合      計 10,033,180円

円　　.    銭

円　　.    銭

第2号

北北海道 第3号

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

（基準期間の前々年度）　ｅ

北北海道 第1号

補助ブ
ロック

名

申請
番号

北北海道

円　　.    銭 円　　.    銭

％26 円    .77 銭円　　.    銭 円　　.    銭

17 円    .11 銭％

％

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期
間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載する
こと。

円　　.    銭

％円　　.    銭 円　　.    銭

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

(1) 記載要領

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値
も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に
記載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として、昭和52年５月17日付け
自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係
る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間
に係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができる。）

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。
　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基準期
間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

円　　.    銭 ％

円　　.    銭

円　　.    銭

0.00

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

　（基準期間※） ｇ

平均増減率
(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-1))÷2

=　ｈ

100.0%

円　　.    銭 円　　.    銭

%

17 円    .11 銭円　　.    銭

26 円    .77 銭

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

（基準期間の前年度）　ｆ

円

円　　.    銭

5,017,180円

0.00

負担額 負担割合

26 円    .77 銭

%

0.00

%

26 円    .77 銭％

円

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

ｇ×（1+（ｈ÷2））2 =  ノ

事業者自己負担

「その他の者」
の具体的概要

負担額 負担割合
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（乗合バス型運行）用）

１．申請事業者の概要

㎞

㎞

㎞

（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

往 往 往

復 復 復

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率
(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-1))÷2　=

ｄ

％

1,184,674 千円経常費用（ロ”）

経常収支率 74.21

千円1,190,760

△ 324,621

879,192

千円

△ 271,675

平成28年度

％

866,139基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

千円

営業費用 1,169,347 千円 営業外費用

経常収益（イ’）

千円

営業費用 1,192,870 千円

77.59補助対象期間の前々年度の実車走行キロ（ハ） 4,754,182.3

35,514 千円営業収益 830,625 千円 営業外収益

千円 営業外収益

営業外費用

23,476

4,005営業損益 △ 275,680 千円 営業外損益

940,666

経常損益千円

経常費用（ロ）千円

千円

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

基準期間の前年度の実車走行キロ（ハ’） 4,738,466.9

営業損益 △ 338,722 千円

補助対象期間の
前々年度(基準期間※)の

損益状況

経常収支率

経常収益（イ）

事業者名 十勝バス株式会社

1,212,341 千円

営業収益 917,190

19,471

経常収益（イ”）

経常収支率

営業外損益

千円

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

千円

14,101 千円 経常損益

72.73

21,413 経常費用（ロ’）

千円

％

千円

千円 営業外収益 20,284

22,728

経常損益

千円

営業費用 1,161,946 営業外費用

△ 305,482△ 2,444 千円 千円

千円

営業損益 △ 303,038 千円 営業外損益

円　　.    銭

営業収益 858,908

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

（基準期間の前々年度）
ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用
（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝ｂ

基準期間の前々年度の
損益状況

基準期間の前々年度の実車走行キロ（ハ”） 4,748,239.1

北北海道

キロ当たり経常収益

ｃ×（1+（d÷2））2 = ニ ホ へ イ÷ハ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

255 円    .00 銭 1.09 ％249 円    .49 銭 251 円    .29 銭

197 円    .86 銭267 円    .83 銭 257 円    .78 銭

地域キロ当たり
標準経常費用

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

円　　.    銭 ％

円　　.    銭

緑町

起点
主な

経由地

補助ブ
ロック

名

申請
番号

運行
系統名

北北海道 257 円    .78 銭

補助ブロック名

円　　.    銭

北北海道 第1号 幕別線１ 幕別駅前

終点

7.7㎞ （平均）

計画
運行日数

計画
運行回数

738.0 回
7.7㎞

運行系統

0.0㎞ （平均）

円　　.    銭円　　.    銭 円　　.    銭

246 日
㎞ 0.0㎞㎞

幕別駅前
0.0㎞

ヌ
（チ－（リ＋ヌ））

÷チ＝ル
ヲ

（平均）
100.000 % 5,682.6㎞

㎞ 0.0㎞

計画実車走行キロ

チ リ

同一補助ブロック
市区町村外乗入
部分のキロ程

補助ブロック外乗
り入れ部分及び
同一補助ブロック
市区町村外乗り
入れ部分以外の
キロ程の比率

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

系統キロ程

㎞ 0.0㎞

0.0㎞ （平均）7.7㎞ （平均）

㎞ 7.7㎞

100.000 % 32,939.4㎞
㎞ 0.0㎞

0.0㎞ （平均） 0.0㎞ （平均）

3,788.4㎞
㎞ 0.0㎞

0.0㎞ （平均）
100.000 %

札内駅前 札内支所前北北海道 第3号 札内線 札内支所前

北北海道 第2号 幕別線２ 幕別駅前 旭町 幕別駅前 246 日 492.0 回

㎞ 0.0㎞
246 日 1,230.0 回

27.9㎞ 27.9㎞

27.9㎞

㎞ ㎞

㎞㎞

㎞ ㎞
㎞

㎞ ㎞

㎞
%

% ㎞
㎞ ㎞ ㎞

日 回
㎞

㎞

㎞ ㎞

日 回

㎞

㎞ ㎞

㎞
%

㎞

㎞ ㎞

ナ

日
㎞

国庫補助
上限額

㎞
回

㎞ ㎞

0.0㎞

㎞

43.3㎞

0.0㎞

ツ

補助対象経費
補助対象経費の

1/2

ツ×1/2＝ネ

国庫補助金
内定申請額

（ネ又はナのうちいず
れか少ないほうの額）

0.0㎞0.0㎞

43.3㎞

補助対象経常費用
から経常収益を控

除した額

27.9㎞

北北海道 第1号

ラ

42,410.4㎞
0.0㎞ 0.0㎞

合      計 3系統

1,312,736円

ヨのうち補助ブロック
外乗入部分及び同一
補助ブロック市区町村
外乗入部分以外に係

るもの

ヘ×ヲ以下の
額：ワ

ト
ト×ヲ以上
の額：カ

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象系統
のキロ当たり経

常収益
(ノの額)

補助対象系統の経
常収益の見込額

補助ブ
ロック

名

申請
番号

1,464,860円 26円.77銭 152,124円 1,312,736円

976,573円

円

北北海道 第2号

北北海道 第3号

10,115,417円 10,115,417円 10,114 千円

円 円.　 銭

円 円.　 銭

合      計 10,932,551円 817,134円

円 千円

円 円 円 千円

円

5,057 千円

875 千円

千円 千円

円.　 銭 円 円

3,963.5 千円

5,057 千円

円

千円

26円.77銭

7,927,524円 7,927 千円8,491,118円 17円.11銭

101,416円 875,157円

563,594円 7,927,524円

875,157円

1,312 千円 656.0 千円

437.5 千円

8,019 千円

千円

円
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（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

損失額から国
庫補助額を控

除した額補助ブ
ロック

名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控

除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県

「その他の者」
の具体的概要

ニ×ヲ－カ＝ム 負担額ム－ラ＝ウ 負担額

合      計

北北海道 第1号 1,312,736円

7,927,524円

北北海道 第2号

円

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

（基準期間の前々年度）　ｅ

補助ブ
ロック

名

申請
番号

北北海道 第3号

円　　.    銭

事業者自己負担市区町村 その他の者

負担割合 負担額 負担割合

円　　.    銭 17 円    .11 銭

26 円    .77 銭

0.00 17 円    .11 銭％

0.00

円　　.    銭％

北北海道 第1号 円　　.    銭 円　　.    銭

円　　.    銭

26 円    .77 銭

円　　.    銭

円　　.    銭 円　　.    銭

円

26 円    .77 銭％

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

(1) 記載要領

0.00

％

北北海道 第2号

円　　.    銭％

％

北北海道 第3号

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係
る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間
に係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができる。）

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。
　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基準期
間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載する
こと。

円　　.    銭 円　　.    銭

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

円　　.    銭 円　　.    銭

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値
も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に
記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

ｇ×（1+（ｈ÷2））2 =  ノ

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

　（基準期間※） ｇ

%

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として、昭和52年５月17日付け
自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

円円

補助対象系統の実車走行
キロ当たり経常収益

（基準期間の前年度）　ｆ

円　　.    銭

26 円    .77 銭

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期
間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

%

負担割合

平均増減率
(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-1))÷2

=　ｈ

% 5,058,417円

負担額 負担割合

円　　.    銭

円

100.0%5,058,417円 円

円　　.    銭 円　　.    銭

10,115,417円

875,157円
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域の内訳

（１）記載要領
１．

２．

３．

４．

５．

（２）添付書類
１． 人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図

人　口

人口集中地区以外 13,439

1,618

過疎地域自立促進特別措置法

市町村名 幕別町

1,618 旧忠類村

人　口 対象地区 根拠法

交通不便地域

と記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が上記３．に掲げる法律（根拠法）に基づ
き地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。
また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域が存在する場合には、該当する区域名
を記載すること。
「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」

興山村に該当する地域の人口及び実施要領（２．（１）⑫）に基づき地方運輸局長等

ない地区の人口を記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。

が指定する交通不便地域の人口の合計（重複する場合を除く）を記載すること。

※なお、実施要領等で別に定める場合は、それによること。
「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し

とみなされる市町村、過疎とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振
「交通不便地域」の欄は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域

興対策実施地域、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振
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フィーダー系統接続点
十勝バス 札内バス停
（帯広陸別線・幕別線）

フィーダー系統接続点
十勝バス 幕別駅前バス停
（帯広陸別線・幕別線）

【幕別町 人口集中地区及び交通不便地域】

交通不便地域
（忠類地区全域）

人口集中地区
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６
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表
６
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表
６
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内

定
申

請
額

（
千

円
）

ﾏ
×

1
/
2
=
ｹ

ﾗ
-
ﾏ
=
ﾌ

＊
残

存
価

格
（
円

）

3
,6
0
0
,0
0
0

円

ｸ
×

ﾔ
÷

１
２

（
月

）
=
ﾏ

（
最

終
年

度
）
ｸ
＝

ﾏ

1
,8
0
0
.0

確
保

維
持

費
国

庫
補

助
金

申
請

番
号

補
助

対
象

限
度

額
（
円

）
残

存
価

額
（
円

）

初
年

度
ﾍ

の
額

＝
ﾅ

前
年

度
ﾌ
（
2
年

目
の

み
ﾀ
）
の

額
＝

ﾗ

4
,4
6
4
,0
0
0

第
1
号

1
5
,0
0
0
,0
0
0

9
,0
0
0
,0
0
0

3
,6
0
0
,0
0
0

1
2

3
,6
0
0
,0
0
0

1
2

ｳ
ﾑ

＋
ｳ

＝
ﾉ

ｵ
ｸ

3
,6
0
0
,0
0
0

3
,6
0
0
,0
0
0

5
,4
0
0
,0
0
0

計
3
0
,0
0
0
,0
0
0

7
,2
0
0
,0
0
0

8
,9
2
8
,0
0
0

1
8
,0
0
0
,0
0
0

7
,2
0
0
,0
0
0

円

1
0
,8
0
0
,0
0
0

1
,8
0
0
.0

償
還

期
間

（
月

）

第
2
号

1
5
,0
0
0
,0
0
0

9
,0
0
0
,0
0
0

4
,4
6
4
,0
0
0

3
,6
0
0

今
年

度
償

還
回

数
借

入
利

率
（
％

）
年

利

円
1
2
9
.0

千
円

補
助

対
象

経
費

ｱ

国
庫

補
助

金
内

定
申

請
額

（
千

円
）

7
,2
0
0
,0
0
0

7
,2
0
0

（
自

）
（
至

）
ｴ

ｴ
と

2
.5

％
の

う
ち

低
い

方
の

率
（
％

）

ｱ
×

1
/
2
=
ｻ

ﾃ

1
3

6
0

ﾅ
の

額
以

内
＝

ｺ

3
,6
0
0
,0
0
0

3
,6
0
0
,0
0
0

3
,6
0
0
,0
0
0

1
.9
9
0
0
0
0
%

2
5
8
,9
8
5

元
利

均
等

確
保

維
持

費
国

庫
補

助
金

申
請

番
号

金
融

費
用

補
助

対
象

額
（
円

）

第
1
号

1
5
,0
0
0
,0
0
0

2
5
8
.0

5
1
7

1
2
9
.0

2
4

1
.9
9
0
0
0
0
%

1
.9
9
0
0
0
0
%

2
5
8
,9
8
5

ﾏ
＋

ｱ
ｹ

＋
ｻ

負
担

額

補
助

対
象

経
費

（
千

円
）

負
担

者
と

そ
の

負
担

割
合

国
庫

補
助

金
内

定
申

請
額

（
千

円
）

計
3
0
,0
0
0
,0
0
0

円

2
4

1
.9
9
0
0
0
0
%

第
2
号

1
5
,0
0
0
,0
0
0

千
円

1
3

6
0

補
助 ブ ロ
ッ

ク
名

申
請

番
号

負
担

割
合

負
担

額

都
道

府
県

市
区

町
村

そ
の

他
の

者

負
担

割
合

事
業

者
自

己
負

担
「
そ

の
他

の
者

」
の

具
体

的
概

要
負

担
額

負
担

割
合

負
担

額
負

担
割

合

合
計

7
,7
1
7

3
,8
5
8
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２
年

目
以

降
（
平

成
2
8

年
度

）

【
購

入
車

両
減

価
償

却
費

】
○

事
業

者
の

減
価

償
却

方
法

（
定

率
法

o
r定

額
法

）
※

法
令

で
認

め
ら

れ
た

場
合

を
除

き
、

年
度

間
で

の
変

更
不

可

【
車

両
購

入
金

融
費

用
】

○
事

業
者

の
返

済
方

法
（
元

利
均

等
o
r元

金
均

等
）

【
所

要
経

費
】

【
負

担
者

と
そ

の
負

担
割

合
 】

円
％

1
,1
8
4
,5
8
9

円
％

円
％

円
％

円
％

1
,1
8
4
,5
8
9

円
％

円
％

円
％

円
％

2
,3
6
9
,1
7
8

円
％

円
％

円
％

補
助

対
象

経
費

（
千

円
）

国
庫

補
助

金
内

定
申

請
額

（
千

円
）

「
そ

の
他

の
者

」
の

具
体

的
概

要
負

担
額

4
,7
3
7

2
,3
6
8

ﾏ
＋

ｱ
ｹ

＋
ｻ

合
計

計
3
0
,0
0
0
,0
0
0

補
助 ブ ロ
ッ

ク
名

都
道

府
県

そ
の

他
の

者
事

業
者

自
己

負
担

円
1
0
4
.0

1
0
4
.0

負
担

割
合

円

2
0
8
.0

千
円

負
担

者
と

そ
の

負
担

割
合

申
請

番
号

1
.9
0
0
0
0
0
%

1
.9
0
0
0
0
0
%

2
0
8
,5
8
9

4
1
7

負
担

額
負

担
割

合
負

担
額

負
担

割
合

負
担

割
合

負
担

額

市
区

町
村

2
5

1
.9
0
0
0
0
0
%

2
0
8
,5
8
9

3
6

2
5

3
6

1
.9
0
0
0
0
0
%

ｴ
と

2
.5

％
の

う
ち

低
い

方
の

率
（
％

）
補

助
対

象
経

費
今

年
度

償
還

回
数 （

至
）

ｴ
（
自

）

借
入

利
率

（
％

）
年

利

第
2
号

1
5
,0
0
0
,0
0
0

6
0

第
1
号

1
5
,0
0
0
,0
0
0

6
0

元
利

均
等

確
保

維
持

費
国

庫
補

助
金

申
請

番
号

金
融

費
用

補
助

対
象

額
（
円

）
償

還
期

間
（
月

）
ﾅ

の
額

以
内

＝
ｺ

ｱ
×

1
/
2
=
ｻ

国
庫

補
助

金
内

定
申

請
額

（
千

円
）

6
,4
8
0
,0
0
0

4
,3
2
0
,0
0
0

5
,3
5
6
,8
0
0

4
,3
2
0
,0
0
0

4
,3
2
0

千
円

ﾃ
ｱ

3
,2
4
0
,0
0
0

2
,1
6
0
,0
0
0

2
,6
7
8
,4
0
0

2
,1
6
0
,0
0
0

円

2
,1
6
0
,0
0
0

円

＊
残

存
価

格
（
円

）
（
定

率
法

）
  
ﾗ
×

 (
0
.5

o
r0

.4
)＝

ム
（
定

額
法

）
ﾅ

×
0
.2

＝
ム

ｸ
×

ﾔ
÷

１
２

（
月

）
=
ﾏ

（
最

終
年

度
）
ｸ
＝

ﾏ
ｳ

ﾑ
＋

ｳ
＝

ﾉ

特
別

償
却

額
（
円

）

ｵ
ｸ

3
,2
4
0
,0
0
0

1
2

2
,1
6
0
,0
0
0

2
,1
6
0
,0
0
0

2
,1
6
0

1
,0
8
0
.0

計
3
0
,0
0
0
,0
0
0

1
0
,8
0
0
,0
0
0

4
,3
2
0
,0
0
0

第
2
号

1
5
,0
0
0
,0
0
0

5
,4
0
0
,0
0
0

2
,1
6
0
,0
0
0

第
1
号

第
2
号

普
通

償
却

限
度

額

定
率

法

確
保

維
持

費
国

庫
補

助
金

申
請

番
号

北
北

海
道

第
2
号

札
内

線

補
助

対
象

限
度

額
（
円

）
残

存
価

額
（
円

）

補
助

ブ
ロ

ッ
ク

名
申

請
番

号
確

保
維

持
路

線
名

称
又

は
区

間
確

保
維

持
費

国
庫

補
助

金
申

請
番

号
当

該
年

度
初

年
度

2
,1
6
0
,0
0
0

1
2

1
,0
8
0
.0

償
却

限
度

額
（
円

）
国

庫
補

助
金

内
定

申
請

額
（
千

円
）

ﾏ
×

1
/
2
=
ｹ

第
1
号

北
北

海
道

第
1
号

幕
別

線

2
,6
7
8
,4
0
0

初
年

度
ﾍ

の
額

＝
ﾅ

第
1
号

1
5
,0
0
0
,0
0
0

5
,4
0
0
,0
0
0

2
,1
6
0
,0
0
0

前
年

度
ﾌ
（
2
年

目
の

み
ﾀ
）
の

額
＝

ﾗ

第
2
号

ﾗ
-
ﾏ
=
ﾌ

ﾉと
ｵ

の
う

ち
少

な
い

方
の

額
（
円

）
償

却
期

間
（
月

）
補

助
対

象
経

費

ﾔ

事
業

者
償

却
額

（
円

）
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予
約
型
乗
合
タ
ク
シ
ー
添
付
書
類
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平
成

2
6
年

度

基
準

ロ
で

該
当

す
る

要
件

接
続

す
る

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
等

と
接

続
確

保
策

基
準

ニ
で

該
当

す
る

要
件

幕
別

町
未

定
駒

畠
線

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

3
7
3
.0

 千
円

①
バ

ス
停

の
共

有
、

乗
り

継
ぎ

に
適

し
た

ダ
イ

ヤ
の

設
定

を
行

う
。

①

3
7
3
 千

円

（
注

）

１
．

「
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
系

統
の

基
準

適
合

」
は

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

を
記

載
す

る
場

合
の

み
記

載
す

る
。

３
．

本
表

に
記

載
す

る
運

行
予

定
系

統
を

示
し

た
地

図
を

添
付

す
る

こ
と

。

２
．

「
接

続
す

る
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

等
と

接
続

確
保

策
」
に

は
、

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

が
接

続
す

る
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

又
は

地
域

間
交

通
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
と

ど
の

よ
う

に
接

続
を

確
保

　
す

る
か

に
つ

い
て

記
載

す
る

。

表
１

 地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

事
業

に
よ

り
運

行
を

確
保

・
維

持
す

る
運

行
系

統
の

概
要

及
び

運
行

予
定

者

都
道

府
県

（
市

区
町

村
）

運
行

予
定

者
名

運
行

系
統

名

合
　

　
　

　
　

　
計

地
域

間
幹

線
/

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

の
別

確
保

維
持

事
業

に
要

す
る

国
庫

補
助

額
（
千

円
）

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

の
基

準
適

合
（
別

表
６

「
補

助
対

象
の

基
準

」
）
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平
成

2
7
年

度

基
準

ロ
で

該
当

す
る

要
件

接
続

す
る

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
等

と
接

続
確

保
策

基
準

ニ
で

該
当

す
る

要
件

幕
別

町
未

定
駒

畠
線

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

7
3
2
.0

 千
円

①
バ

ス
停

の
共

有
、

乗
り

継
ぎ

に
適

し
た

ダ
イ

ヤ
の

設
定

①

7
3
2
 千

円

（
注

）

１
．

「
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
系

統
の

基
準

適
合

」
は

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

を
記

載
す

る
場

合
の

み
記

載
す

る
。

３
．

本
表

に
記

載
す

る
運

行
予

定
系

統
を

示
し

た
地

図
を

添
付

す
る

こ
と

。

合
　

　
　

　
　

　
計

２
．

「
接

続
す

る
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

等
と

接
続

確
保

策
」
に

は
、

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

が
接

続
す

る
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

又
は

地
域

間
交

通
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
と

ど
の

よ
う

に
接

続
を

確
保

　
す

る
か

に
つ

い
て

記
載

す
る

。

表
１

 地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

事
業

に
よ

り
運

行
を

確
保

・
維

持
す

る
運

行
系

統
の

概
要

及
び

運
行

予
定

者

都
道

府
県

（
市

区
町

村
）

運
行

予
定

者
名

運
行

系
統

名
地

域
間

幹
線

/
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
の

別

確
保

維
持

事
業

に
要

す
る

国
庫

補
助

額
（
千

円
）

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

の
基

準
適

合
（
別

表
６

「
補

助
対

象
の

基
準

」
）
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平
成

2
8
年

度

基
準

ロ
で

該
当

す
る

要
件

接
続

す
る

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
等

と
接

続
確

保
策

基
準

ニ
で

該
当

す
る

要
件

幕
別

町
未

定
駒

畠
線

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

7
3
4
.0

 千
円

①
バ

ス
停

の
共

有
、

乗
り

継
ぎ

に
適

し
た

ダ
イ

ヤ
の

設
定

①

7
3
4
 千

円

（
注

）

１
．

「
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
系

統
の

基
準

適
合

」
は

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

を
記

載
す

る
場

合
の

み
記

載
す

る
。

３
．

本
表

に
記

載
す

る
運

行
予

定
系

統
を

示
し

た
地

図
を

添
付

す
る

こ
と

。

２
．

「
接

続
す

る
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

等
と

接
続

確
保

策
」
に

は
、

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

が
接

続
す

る
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

又
は

地
域

間
交

通
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
と

ど
の

よ
う

に
接

続
を

確
保

　
す

る
か

に
つ

い
て

記
載

す
る

。

表
１

 地
域

公
共

交
通

確
保

維
持

事
業

に
よ

り
運

行
を

確
保

・
維

持
す

る
運

行
系

統
の

概
要

及
び

運
行

予
定

者

都
道

府
県

（
市

区
町

村
）

運
行

予
定

者
名

運
行

系
統

名

合
　

　
　

　
　

　
計

地
域

間
幹

線
/

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

の
別

確
保

維
持

事
業

に
要

す
る

国
庫

補
助

額
（
千

円
）

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

の
基

準
適

合
（
別

表
６

「
補

助
対

象
の

基
準

」
）
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●予約型乗合タクシー駒畠線運行区域図及び運行時刻 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・乳幼児 無料 

・小学生 半額 

・高齢者（65歳以上の者） 半額 

・通学のために利用する小中学校の児童生徒 半額 

・生活保護法による保護を受ける者 半額 

・身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付を受けた者及び知的障害者福祉法による療育手帳の

交付を受けた者並びにこれらの者の介護者 半額 

 

●運行時刻 

・１便：駒畠方面から幕別駅まで ８時20分 幕別駅着 

・２便：幕別駅から駒畠方面まで 16時45分 幕別駅発 

・土日・祝日及び12月31日から１月３日は運休 

・１便は前日の19時30分までに、２便は出発時刻の１時間までに予約が必要 

200円エリア

400円エリア

600円エリア

800円エリア

1,000円エリア

エリア区分 公区名

猿別

西猿別

大豊

明野南

明野北

新川

軍岡

南勢

新和

糠内市街

五位

糠内第一

西糠内

中糠内

明倫

美川

中里

1,000円エリア 駒畠

200円エリア

400円エリア

600円エリア

800円エリア
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（デマンド型運行）用）

１．申請事業者の概要

台

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数

（ハ）

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

1

営業費用

営業損益

3,909 千円

千円△ 3,707

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

事業者名 未定

千円千円 経常収益（イ）

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

営業収益 千円 0202

ル

リのうち同一補
助ブロック市区
町村外乗入部
分に係るサー
ビス提供時間

イ÷ハ÷ニ＝チ

318 円    .11 銭

％5.16

千円

2,624 円    .29 銭

経常損益

経常収支率

△ 3,707千円

営業外収益

3,909 千円経常費用（ロ）千円0営業外費用

202

%

平成26年度

635.0

時間当たり経常収益

2,624 円    .29 銭

リのうち補助ブ
ロック外乗入部
分に係るサー
ビス提供時間

計画運行
日数

計画運行回数

時間

営業外損益 0

１回当たりサー
ビス提供時間

%

円　　.    銭

ワ

0.0 時間

運行系統

発地

125 日

着地

リ

時間

時間

時間

323.9 時間

計画サービス
提供時間

営業
区域

ヘ ト

3.6 時間

円　　.    銭

補助ブロック外乗り
入れ部分及び同一
補助ブロック市区
町村外乗り入れ部
分以外のサービス
提供時間の比率

（リ－（ヌ＋ル））
÷リ＝ヲ

100.000 %

0.0 時間

0.0 時間回日 時間

0.0 時間回日 時間

0.0 時間

時間

補助対象経費

タのうち補助ブロッ
ク外乗入部分及び
同一補助ブロック

市区町村外乗入部
分以外に係るもの

3.6 時間

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した額

1 系統

回

回

88.5 回

円　　.    銭

北北海道

日 0.0 時間回

補助対象事業者の
時間当たり経常費用

駒畠
南幕別地
区

幕別駅

6,155 円    .90 銭

ロ÷ハ÷ニ＝ホ

駒畠線

運行
系統名

円　　.    銭

補助ブロック名

北北海道

申請
番号

第1号

日 時間時間 %

日 時間

補助ブ
ロック

名

0.0 時間

%

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

地域時間当たり
標準経常費用

ヌ

0.0 時間 %

時間

323.9 時間

チ×ワ以上の額：ヨ

経常収益の
見込額

カ－ヨ＝タ ネタ×ヲ＝ツ ム

補助ブ
ロック

名

申請
番号

ト×ワ以下の額：カ

補助対象
経常費用
の見込額

0.0 時間

0.0 時間

0.0 時間

0.0 時間

合      計 0.0 時間0.0 時間

ラ

国庫補助金
内定申請額

（ナ又はラのうちい
ずれか少ないほう

の額）

国庫補助
上限額

ネ×1/2＝ナ

746,971円 746,971円

円 千円

373.0 千円746 千円

補助対象経費の
1/2

103,036円第1号

円 円

850,007円北北海道

円

円

千円円円

円 円

円

103,036円 746,971円

千円

円円 千円

373 千円 373 千円8,019 千円

円

千円

円

746 千円746,971円

円 千円

千円

千円

千円

千円

合      計 850,007円
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事業者自己負担

ノの負担者とその負担割合損失額から国
庫補助額を控

除した額

都道府県 その他の者市区町村

経常費用から
経常収益を控

除した額

「その他の者」
の具体的概要

北北海道

負担割合負担割合負担額 負担額負担額負担額 負担割合 負担割合

申請
番号

ウ－ム＝ノホ×ワ－ヨ＝ウ

19.待機時間とは、サービス提供時間のうち、実運行しなかった時間をいう。但し、休憩時間及びその他事業に従事している時間は含めない。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で
定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

円

16.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

1,890,860円

85.1% 円

12.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付
け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載
すること。

 5.「補助対象期間の前々年度の保有車両台数」の欄は、事業者が保有する車両数でなく、生活交通ネットワーク計画に記載された運行系統を運行するにあたって必要な車両台数を記載する
こと。

18.サービス提供時間とは、事業開始時間（運行開始時間）から事業終了時間（運行終了時間）までの間をいい、その間の待機時間、回送時間、予約受付にかかる時間についても含める。な
お、サービス提供時間外に行われる予約受付等については、補助対象外とする。

15.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

円

円

補助ブ
ロック

名

%

第1号

円

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

%合      計 1,890,860円

(1) 記載要領

1,517,860円 1,292,299円% 円円

円

10.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算
出すること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

11.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが
異なる市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費
用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類

21.複数系統を運行する車両（１台で３系統運行等）の待機時間については、明確に待機時間を算出することは困難である場合は、原則として、系統毎の計画サービス提供時間（ワ欄）を系統数
の合計値で除す若しくは系統毎の運行回数に応じた算出方法により算出されたい。

13.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

14.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

17.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

(2) 添付書類

20.回送時間について、乗客が降車した後、帰庫する際の回送運行は実運行時間として差し支えない。なお、回送運行中（帰庫途中）に乗用事業による配車指示があり乗用事業の運行を行っ
た場合は、当該回送運行は実運行時間とは認められない。

 9.「１回当たりサービス提供時間」（リ欄）については、【（１回あたり平均運行時間）＋（１日あたり平均待機時間／１日あたり運行回数）】により算出すること。

 6.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 8.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 7.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（デマンド型運行）用）

１．申請事業者の概要

台

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

千円

ネタ×ヲ＝ツ

0.0 時間 0.0 時間

0.0 時間 0.0 時間

補助対象経費の
1/2

732.0 千円

ネ×1/2＝ナ ムラ

時間

円　　.    銭

補助対象経費

タのうち補助ブロッ
ク外乗入部分及び
同一補助ブロック

市区町村外乗入部
分以外に係るもの

千円

時間

635.0 時間

%

国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ナ又はラのうちい
ずれか少ないほう

の額）

経常費用（ロ） 3,909

日

0.0 時間 0.0 時間

千円

千円

イ÷ハ÷ニ＝チ

営業外損益

時間当たり経常収益

△ 3,707

時間

時間

ワ

2,624 円    .29 銭

回

635.0 時間0.0 時間 100.000 %

318 円    .11 銭

経常収支率 ％5.16

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

運行系統

駒畠線 3.6 時間 0.0 時間駒畠

0.0 時間 0.0 時間時間 %

0.0 時間

時間

時間 %

%

0.0 時間

営業外収益 0

0

ロ÷ハ÷ニ＝ホ

補助対象事業者の
時間当たり経常費用

1

千円

0

営業損益 △ 3,707

千円

北北海道 2,624 円    .29 銭

営業費用

6,155 円    .90 銭

補助ブロック名

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数

（ハ）
635.0

営業外費用

円　　.    銭 円　　.    銭

リ

事業者名 未定

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

営業収益 202

3,909

ヘ ト

千円

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

地域時間当たり
標準経常費用

経常損益

（リ－（ヌ＋ル））
÷リ＝ヲ

経常収益（イ）千円

平成27年度

千円202

計画サービス
提供時間

補助ブロック外乗り
入れ部分及び同一
補助ブロック市区
町村外乗り入れ部
分以外のサービス
提供時間の比率

リのうち同一補
助ブロック市区
町村外乗入部
分に係るサー
ビス提供時間

千円

円　　.    銭

営業
区域

着地

１回当たりサー
ビス提供時間

リのうち補助ブ
ロック外乗入部
分に係るサー
ビス提供時間

ヌ

計画運行
日数

計画運行回数

ル

回

日

日

補助ブ
ロック

名

244 日 173.5 回

申請
番号

運行
系統名

北北海道
南幕別地
区

幕別駅

発地

第1号

回

回 時間

日 時間時間 0.0 時間 0.0 時間 %回

時間

3.6 時間合      計 1 系統

補助ブ
ロック

名

申請
番号

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した額

ト×ワ以下の額：カ

日

チ×ワ以上の額：ヨ カ－ヨ＝タ

補助対象
経常費用
の見込額

経常収益の
見込額

1,464 千円

千円

北北海道 第1号 1,464,424円 1,464,424円1,666,424円 202,000円

円円

円

円

円 円

合      計 1,666,424円 202,000円

円 円

円 円

円 円 千円

千円

1,464 千円

円 千円千円

千円 千円

732 千円

千円

1,464,424円

円

円

1,464,424円

千円

732 千円8,019 千円
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第1号 3,706,996円

補助ブ
ロック

名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控

除した額

円

ホ×ワ－ヨ＝ウ

円

北北海道

損失額から国
庫補助額を控

除した額

ウ－ム＝ノ

円

事業者自己負担

ノの負担者とその負担割合

都道府県

「その他の者」
の具体的概要

負担額

市区町村

負担額 負担割合 負担割合負担額

その他の者

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載
すること。

2,974,996円合      計 2,523,002円 84.8% 円%

負担割合 負担額負担割合

%

円

円円 %3,706,996円

円

21.複数系統を運行する車両（１台で３系統運行等）の待機時間については、明確に待機時間を算出することは困難である場合は、原則として、系統毎の計画サービス提供時間（ワ欄）を系統数
の合計値で除す若しくは系統毎の運行回数に応じた算出方法により算出されたい。

20.回送時間について、乗客が降車した後、帰庫する際の回送運行は実運行時間として差し支えない。なお、回送運行中（帰庫途中）に乗用事業による配車指示があり乗用事業の運行を行っ
た場合は、当該回送運行は実運行時間とは認められない。

19.待機時間とは、サービス提供時間のうち、実運行しなかった時間をいう。但し、休憩時間及びその他事業に従事している時間は含めない。

 6.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 7.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

(1) 記載要領

 9.「１回当たりサービス提供時間」（リ欄）については、【（１回あたり平均運行時間）＋（１日あたり平均待機時間／１日あたり運行回数）】により算出すること。

17.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 8.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付
け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

10.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算
出すること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

 5.「補助対象期間の前々年度の保有車両台数」の欄は、事業者が保有する車両数でなく、生活交通ネットワーク計画に記載された運行系統を運行するにあたって必要な車両台数を記載する
こと。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で
定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費
用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類

11.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが
異なる市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

12.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

13.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

14.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

15.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

16.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

18.サービス提供時間とは、事業開始時間（運行開始時間）から事業終了時間（運行終了時間）までの間をいい、その間の待機時間、回送時間、予約受付にかかる時間についても含める。な
お、サービス提供時間外に行われる予約受付等については、補助対象外とする。

(2) 添付書類
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（デマンド型運行）用）

１．申請事業者の概要

台

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

0 千円 経常費用（ロ）

202 千円千円 経常収益（イ）

事業者名 未定 平成28年度

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗合バス事業・自家用有償旅客運送

営業収益 202 千円 営業外収益 0

時間

％

100.000 %

%

3,909 千円

営業損益 △ 3,707 千円 営業外損益

営業費用 3,909 千円 営業外費用

円　　.    銭

経常損益 △ 3,707 千円0 千円

地域時間当たり
標準経常費用

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

時間当たり経常収益

ロ÷ハ÷ニ＝ホ ヘ ト イ÷ハ÷ニ＝チ

北北海道

補助ブロック名

補助対象事業者の
時間当たり経常費用

6,155 円    .90 銭

円　　.    銭

5.16

計画サービス
提供時間

発地
営業
区域

着地

リ ヌ

１回当たりサー
ビス提供時間

リのうち補助ブ
ロック外乗入部
分に係るサー
ビス提供時間

補助ブロック外乗り
入れ部分及び同一
補助ブロック市区
町村外乗り入れ部
分以外のサービス
提供時間の比率

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数

（ハ）

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

時間 経常収支率

0.0 時間

0.0 時間

1 635.0

計画運行
日数

円　　.    銭 円　　.    銭

2,624 円    .29 銭 2,624 円    .29 銭 318 円    .11 銭

運行系統 リのうち同一補
助ブロック市区
町村外乗入部
分に係るサー
ビス提供時間

計画運行回数

ル

駒畠
南幕別地
区

幕別駅 246 日 0.0 時間

日 回

174.0 回

0.0 時間時間

回 時間

補助ブ
ロック

名

申請
番号

運行
系統名

北北海道 第1号 駒畠線 3.6 時間

時間

（リ－（ヌ＋ル））
÷リ＝ヲ

ワ

636.8 時間

時間

% 時間

0.0 時間 0.0 時間 %日 回

0.0 時間 0.0 時間

時間

日

時間時間

636.8 時間合      計 1 系統 3.6 時間 0.0 時間

日

ネ ネ×1/2＝ナ

0.0 時間

補助ブ
ロック

名

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した額

タのうち補助ブロッ
ク外乗入部分及び
同一補助ブロック

市区町村外乗入部
分以外に係るもの

補助対象経費

%回

回 0.0 時間 0.0 時間 %

時間 0.0 時間 0.0 時間日

申請
番号

国庫補助金
内定申請額

（ナ又はラのうちい
ずれか少ないほう

の額）

ト×ワ以下の額：カ チ×ワ以上の額：ヨ カ－ヨ＝タ タ×ヲ＝ツ

補助対象
経常費用
の見込額

ム

経常収益の
見込額

国庫補助
上限額

1,468 千円 734.0 千円

ラ

補助対象経費の
1/2

千円

千円

千円

千円

円

1,468,574円 1,468,574円

円

北北海道 第1号 1,671,147円 202,573円

円

円

円

円

合      計

円

円 円

円 円

8,019 千円 734 千円1,468 千円

千円

千円

円

円 千円

千円千円

円

円

千円

1,671,147円 202,573円 1,468,574円 734 千円1,468,574円

37



ノの負担者とその負担割合

都道府県

負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

市区町村

負担割合

補助ブ
ロック

名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控

除した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

「その他の者」
の具体的概要

ホ×ワ－ヨ＝ウ ウ－ム＝ノ

3,717,504円

負担額

事業者自己負担その他の者

円

北北海道 第1号

(2) 添付書類

円

円

円

円

合      計 3,717,504円

16.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

20.回送時間について、乗客が降車した後、帰庫する際の回送運行は実運行時間として差し支えない。なお、回送運行中（帰庫途中）に乗用事業による配車指示があり乗用事業の運行を行っ
た場合は、当該回送運行は実運行時間とは認められない。

19.待機時間とは、サービス提供時間のうち、実運行しなかった時間をいう。但し、休憩時間及びその他事業に従事している時間は含めない。

17.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

18.サービス提供時間とは、事業開始時間（運行開始時間）から事業終了時間（運行終了時間）までの間をいい、その間の待機時間、回送時間、予約受付にかかる時間についても含める。な
お、サービス提供時間外に行われる予約受付等については、補助対象外とする。

2,983,504円

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載
すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付
け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費
用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類

21.複数系統を運行する車両（１台で３系統運行等）の待機時間については、明確に待機時間を算出することは困難である場合は、原則として、系統毎の計画サービス提供時間（ワ欄）を系統数
の合計値で除す若しくは系統毎の運行回数に応じた算出方法により算出されたい。

%円

11.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが
異なる市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

12.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

13.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

14.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

15.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で
定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

円 %

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

(1) 記載要領

2,533,632円 84.9% 円 %

 8.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

10.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算
出すること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

 5.「補助対象期間の前々年度の保有車両台数」の欄は、事業者が保有する車両数でなく、生活交通ネットワーク計画に記載された運行系統を運行するにあたって必要な車両台数を記載する
こと。

 9.「１回当たりサービス提供時間」（リ欄）については、【（１回あたり平均運行時間）＋（１日あたり平均待機時間／１日あたり運行回数）】により算出すること。

 6.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 7.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。
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